
応募締め切り

８月28日

学校教育部門

幼稚園・保育園等、小学校、

中学校、高等学校等、学校

教育で使用する教材

審査の観点

１ 制作意図（作品に制作者の意図が焦点化されているか）

２ 地域性・教材性（作品に地域の特色等が出ているか、または学習に活用できる

内容であるか）

３ 技術性（脚本、映像、編集、録音の技術、効果はどうか）

４ 印象度（作品全体にひきつける要素があるか）

0233-29-1441
県コンクールの優秀作品をご覧になれます⇒

最上教育事務所 社会教育課

担当：鬼海 悠一

応募先・お問い合わせ

社会教育部門 児童生徒作品部門児童生徒作品部門

社会教育で使用する教材 小学生・中学生・高校生

が制作した教材

＜過去の作品＞

・夏休みの自由研究をプレゼンテーションソフトで

まとめたもの （小学４年生）
・手作りの絵本 （高校３年生）
・学校の授業での学習のまとめ（高校１年生）

など

＜過去の作品＞

・地域に伝わる民話の紙芝居

・地域のことを紹介した映像作品
・地域のことを学べる手作りのパズル
・手話動画付きのバリアフリー絵本

など

＜過去の作品＞

・数学の学習の導入に使用する映像教材（中学校教諭）

・地域のことの学習を深めるための教材（小学校教諭）
・地域のことを学べる映像教材（読み聞かせサークル）

など

（金）
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